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 議第２号 

 

 

 

 羽島都市計画道路の変更について 

（岐阜県決定） 

 

 

 

 

 

 

                      令和３年１２月１３日提出  

            岐阜県都市計画審議会 会長 
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 都政第６３２号の２ 

 

              岐阜県都市計画審議会 

 

 

羽島都市計画道路を次のように変更したいので、都市計画

法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規

定により諮問します。 

 

 

 

  令和３年１１月１９日 

 

             岐阜県 

             上記代表者 岐阜県知事 古田 肇 

 

 

 



羽島都市計画道路の変更（岐阜県決定） 

 

都市計画道路中 3･3･4 号外粟野大浦線を 3･4･4 号外粟野大浦線に名称を改め、次のように変更する。 

種別 

名  称 位  置 区  域 構  造 

備考 

番号 路 線 名 起 点 終 点 
主 な 

経 過 地 
延長 構造形式 車線の数 幅員 

地表式の区間における鉄道

等 と の 交 差 の 構 造 

幹
線
街
路 

3･4･4 外粟野大浦線 

羽島市 

小熊町外粟野 

字宮西 

羽島市 

正木町 

光法寺 2丁目 

羽島市 

足近町 
5,200m 地表式 2 車線 16m 

名鉄竹鼻線と平面交差 

幹線街路 3・3・1号羽島岐阜

線と立体交差 

幹線街路と平面交差 4箇所 

 

車線の数の内訳 

2 車線 3,200m 

 

4 車線 2,000m 

「位置、区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理由 

外粟野大浦線について、当該地域に必要な交通機能の適切な確保を図るため、当路線の幅員及び線形の変更を行うものである。 
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羽島都市計画道路の変更に関する補足説明 

 

１ 変更内容 

名称 

変更内容 

番号 路線名 

3･4･4 外粟野大浦線 

○名称の変更       3･3･4 外粟野大浦線→3･4･4 外粟野大浦線 

〇区域及び車線数の変更  変更延長 Ｌ＝990m（起点～羽島市小熊町 4丁目地内） 

             幅員 W=22m→14～11m 

             車線数 4車線→2車線 

〇代表幅員の変更     代表幅員 22m→16m 

〇代表車線数の変更    代表車線数 4車線→2車線 

 

２ 関係機関との協議 羽島市 

 

３ 縦覧期間 令和３年７月１２日 ～ 令和３年７月２６日 

 

４ 意見書の提出 なし 
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理 由 書 

 

羽島市では、羽島都市計画区域マスタープランにおいて、「隣接都市間との連

絡性を強化するため、橋りょうを含む主要幹線道路の整備促進」及び「都市計

画道路については社会経済情勢の変化を考慮しつつ必要性を検証し、適宜見直

しを行い、主要幹線道路を中心とした真に必要な道路を優先した効率的な整備

を進め、道路網の充実を図る」とし、羽島市都市計画マスタープランにおいて

も同様の方針を掲げている。 

羽島都市計画道路 3･3･4 外粟野大浦線（以下、当路線という。）は、羽島市小

熊町外粟野字宮西地内の安八町境を起点とし、羽島市正木町光法寺 2 丁目付近

を終点とする延長約 5,200m、幅員 22m、車線数 4 車線の幹線街路である。また、

羽島都市計画区域マスタープランにおいて、広域圏と連絡し本区域の東西方向

の主軸となる主要幹線道路として位置付けており、広域圏と連絡し本区域の南

北方向の主軸となる主要幹線道路である(都)上中岐阜線及び(都)羽島岐阜線と

接続するなど羽島市の骨格を成す道路である。 

当路線の起点から羽島市小熊町 4 丁目（都市計画道路上中岐阜線）付近まで

の延長約 990m（以下、当区間という。）は、長良川の架橋部を含め全線未整備で

あり、道路ネットワークが確保されていないことから、整備の必要性がある。

しかし、計画決定当時からの社会情勢の変化にともない、当初見込まれていた

交通量が減少する見込みとなることから、道路構造等の見直しが必要である。 

今回の変更は、当区間について、車線数の削減、幅員の縮小及び線形を変更

するものである。また、幅員の縮小により、代表幅員が変更になるため、路線

番号も合わせて変更するものである。 
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羽島都市計画区域総括図

岐阜羽島駅

木曽川

安八町
愛知県

（
主
）
岐
阜
南
濃
線

【凡例】
対象路線
変更区間

【3・4・4 外粟野大浦線】
○名称の変更
3・3・4外粟野大浦線 → 3・4・4外粟野大浦線
○区域の変更
変更延長 L=約990m
幅員 22m → 11～14m
○車線の数の変更
車線数 4車線 → 2車線
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羽島市役所

大垣都市計画区域

大垣都市計画道路
寺内安八線

長良川
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計画図

【凡例】
変更後
変更前

羽島都市計画道路の変更
（岐阜県決定）

【3・4・4 外粟野大浦線】
○名称の変更
3・3・4外粟野大浦線 → 3・4・4外粟野大浦線
○区域の変更
変更延長 L=約990m
幅員 22m → 11～14m
○車線の数の変更
車線数 4車線 → 2車線

長良川

←


